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図面　Ｍ-9/M-19　No.7最初沈殿池の受枠（SUS）は、施工範囲外としま
す。

質疑・回答書

告示番号 豊中市上下水道局告示第１７号 件　　　　名 平成２８年度庄内下水処理場水処理設備更新工事

No 回　　　　答

今回撤去する機器・No.4,8初沈蓋横槽用・防食工事範囲内の覆
蓋・越流堰の重量をご教授下さい。

図面　Ｍ-9/M-19　No.7最初沈殿池の受枠（SUS）(今回)となって
いますが、今回の施工範囲でしょうか。施工範囲の場合は防食

範囲にも影響してきますが、どの様にお考えでしょうか。

№4池の防食は、C種防食被覆です。詳細については受注後の協議により
ます。
№8池の防食は、新設です。

No.4,8初沈汚泥掻寄機   （横槽）：約3.90ｔ
No.8初沈汚泥掻寄機     （上槽）：約14.60ｔ
No.8初沈汚泥掻寄機　　 （下槽）：約17.50ｔ
No.8初沈スカムスキマ    （上槽）：約1.65ｔ
No.8初沈スカムスキマ    （下槽）：約1.50ｔ
覆蓋等                                    ：約計10ｔ

特記仕様書（機械・電気編）のP.24 12.(1)土木、建築工事との区
分で防食塗膜補修は本工事となっていますが、補修箇所の既

設防食材質をご教授願います。

質疑事項


